
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベルトにより回転駆動される外側環体と、外側環体の内周に配設される内側環体と、両
環体の間の環状空間に介装される一方向クラッチと、前記環状空間において一方向クラッ
チの両側に設けられる転がり軸受とを含むプーリユニットであって、
　一方向クラッチは、複数のころと、複数のころを収納するポケットを有する保持器と、
保持器の外周に配設される外輪と、保持器のポケットに対応する位置にくさび状空間形成
用のカム面が設けられている内輪と、ころをくさび状空間の狭い側へ押圧する弾性部材と
を含み、
　 内輪の軸方向一端面に軸端へ向けて開放する凹部が、また、 保持器の軸方向一
端内周側に前記凹部に軸方向から嵌合される凸部が、それぞれ設けられており、前記凹部
の開口側に前記両転がり軸受のうち一方の転がり軸受の内輪が配設されて、前記凸部が凹
部奥壁面と前記一方の転がり軸受の内輪端面とで挟まれる、ことを特徴とするプーリユニ
ット。
【請求項２】
　請求項１に記載のプーリユニットにおいて、前記両転がり軸受のそれぞれ軸方向外端の
みに、密封部材が設けられている、ことを特徴とするプーリユニット。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は、一方向クラッチを備えるプーリユニットに関する。このプーリユニットは、例
えば自動車などのエンジンのクランクシャフトからベルトを介して駆動される補機に装備
することができる。補機としては、例えば自動車のエアコンディショナ用コンプレッサ、
ウォーターポンプ、オルターネータ、冷却ファンなどが挙げられる。
【０００２】
【従来の技術】
自動車エンジンに装着される各種の補機は、エンジンのクランクシャフトによりベルトを
介して駆動されるようになっている。ここで、補機のうち、特にオルタネータの場合、エ
ンジンのクランクシャフトと同期回転するように連結していると、クランクシャフトの回
転数が低下するとき、オルタネータの発電能力が低下する。
【０００３】
そこで、本願出願人は、オルタネータに上記一方向クラッチを内蔵し、クランクシャフト
の回転数が低下するときに、オルタネータのロータの回転をその慣性力により継続させる
ようにして、発電効率を高めることを考えている。
【０００４】
この場合、オルタネータのプーリとロータとの間に一方向クラッチを介装し、プーリとロ
ータとの回転差に応じて、一方向クラッチをフリー状態（動力伝達状態）とロック状態（
動力伝達遮断状態）とに切り替え、プーリとロータとの間で動力伝達させたり遮断させた
りするようにする。
【０００５】
上述した一方向クラッチは、もともと、ロック、フリー動作を行わせるために、カム面が
形成される部材に対して保持器を回り止めさせる必要がある。この保持器の回り止め対策
として、本願出願人は、実願平５－５１６２号に添付の明細書に示すような構成を考えて
いる。つまり、外輪の円周数カ所に形成してある凹状カム面を軸方向一端にまで延ばし、
保持器の軸方向一端で外周面の円周数カ所に前記凹状カム面に係入する凸部を設け、凹状
カム面に対する凸部の周方向での引っ掛かりにより、外輪に対し保持器を回り止めさせる
。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来の一方向クラッチでは、外輪に形成している既存の凹状カム面を流用して保持器
の回り止めを行わせる構造としているので、下記するような不具合が発生している。
【０００７】
そもそも、既存の凹状カム面の断面形状は、円弧のように一定の曲率半径になっていない
。そして、保持器の回り止めだけのために、前記凸部の断面形状を前述の凹状カム面に対
応させて高精度に加工するのは、コストの点からして無駄であると考え、従来では、凹状
カム面に対して凸部を単に係入させるだけに設定している。このような構造では、一方向
クラッチのロック、フリー動作時に、ころ付勢用の弾性部材の反力により保持器が周方向
にぐらつきやすくなってしまい、それによって、ロック、フリー動作時の応答性が悪くな
る他、甚だしい場合には完全なロック状態にならなくなることも起こりうる。また、外側
環体や内側環体の回転動作に伴い振動が継続して発生するような状況では、保持器が軸方
向へ変位することがあり、ころがスキューしやすくなるなど、ロック、フリー動作が不安
定になりやすくなることが指摘される。
【０００８】
したがって、本発明は、一方向クラッチを備えるプーリユニットにおいて、一方向クラッ
チの保持器を周方向ならびに軸方向で不動とし、動作安定化を図ることを目的としている
。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　本発明の第１のプーリユニットは、ベルトにより回転駆動される外側環体と、外側環体
の内周に配設される内側環体と、両環体の間の環状空間に介装される一方向クラッチと、
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前記環状空間において一方向クラッチの両側に設けられる転がり軸受とを含むプーリユニ
ットであって、一方向クラッチは、複数のころと、複数のころを収納するポケットを有す
る保持器と、保持器の外周に配設される外輪と、保持器のポケットに対応する位置にくさ
び状空間形成用のカム面が設けられている内輪と、ころをくさび状空間の狭い側へ押圧す
る弾性部材とを含み、 内輪の軸方向一端面に軸端へ向けて開放する凹部が、また、

保持器の軸方向一端内周側に前記凹部に軸方向から嵌合される凸部が、それぞれ設けら
れており、前記凹部の開口側に前記両転がり軸受のうち一方の転がり軸受の内輪が配設さ
れて、前記凸部が凹部奥壁面と前記一方の転がり軸受の内輪端面とで挟まれる。
　本発明の第２のプーリユニットは、第１のプーリユニットにおいて、前記両転がり軸受
のそれぞれ軸方向外端のみに、密封部材が設けられている。
【００１０】
　 リユニットは、同心状に配設される内外２つの環体と、両環体の間の環状空間に介
装される一方向クラッチと、前記環状空間において一方向クラッチの両側に設けられる転
がり軸受とを含むもので、一方向クラッチが、内・外輪、ころならびに保持器を含み、内
・外輪のうちくさび状空間形成用のカム面が形成される側の軸方向一端面に、軸端へ向け
て開放する凹部が、また、保持器の軸方向一端に、前記凹部に軸方向から嵌合される凸部
が、それぞれ設けられており、

【００１４】
以上、本発明のプーリユニットでは、外側環体と内側環体との回転差に応じて、一方向ク
ラッチがロック状態とフリー状態とに切り替わって、外側環体と内側環体との間で動力を
伝達したり遮断したりするようになっている。
【００１５】
　そして、カム面が形成 凹部と、一方向クラッチの
保持器に設けた凸部との軸方向からの嵌合により保持器の周方向の動きを封じている。ま
た、凹部からの凸部の抜け出しを物理的に封じることにより、保持器の軸方向の動きを封
じている。このように保持器を周方向ならびに軸方向に不動としているから、一方向クラ
ッチのロック、フリー動作時に、ころ付勢用の弾性部材の反力により保持器が周方向にぐ
らつくことがなくなる他、振動や衝撃が加わる状況でもころがスキューしにくくなるなど
、一方向クラッチのロック、フリー動作が安定的に行えるようになる。
【００１６】
　特に、 のプーリユニットでは、一方向クラッチのカム面を内輪に設けてい
るので、高速回転域でも遠心力によってころがロック位置から不必要に外れるのを防止で
きるようになる。
【００１８】
　さらに、 のプーリユニットでは、一方向クラッチがその軸方向両側の転がり軸受に
よって密封されることになり、この一方向クラッチと両側の転がり軸受とを共通の潤滑剤
によって潤滑することが可能となる。
【００１９】
【発明の実施の形態】
本発明の詳細を図１ないし図５に示す実施形態に基づいて説明する。
【００２０】
図１ないし図４は本発明の一実施形態にかかり、図１は、プーリユニットの縦断面図、図
２は、図１の（２）－（２）線断面の矢視図、図３は、図１の（３）－（３）線断面の矢
視図、図４は、一方向クラッチの一部を示す平面展開図である。
【００２１】
図例のプーリユニットＡは、同心状に配設される内外２つの環体１，２と、両環体１，２
の間の環状空間に介装される一方向クラッチ３と、前記環状空間において一方向クラッチ
３の軸方向両側に配設される２つの転がり軸受４，４とを備えている。
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前記凹部の開口側に前記両転がり軸受のうち一方の転がり
軸受が配設されて、前記凸部が凹部奥壁面と前記一方の転がり軸受の内輪・外輪のうち前
記カム面が形成される側の端面とで挟まれてもよい。

される一方向クラッチの内輪に設けた

本発明の第１

第２



【００２２】
外側環体１の外周には、波状のベルト巻き掛け用の溝が形成されており、この外側環体１
は、例えば自動車エンジンのクランクシャフトによりいわゆるＶベルトと呼ばれるベルト
Ｂを介して回転駆動されるようになっている。内側環体２は、スリーブ状の部材からなり
、図示しないが自動車の補機の入力軸（例えばオルタネータのロータ）に固定される。
【００２３】
一方向クラッチ３は、外周面の円周数箇所に平坦なキー状のカム面１０ａが設けられた内
輪１０と、両端に転がり軸受４，４が内嵌されるように軸方向長尺に形成された外輪１１
と、カム面１０ａに対応して径方向内外に貫通形成されるポケット１２ａを有する保持器
１２と、保持器１２の各ポケット１２ａに１つずつ収納される複数のころ１３と、保持器
１２の各ポケット１２ａに１つずつ収納されかつころ１３をカム面１０ａと外輪１１内周
面との間のくさび状空間の狭い側（ロック側）へ押圧する弾性部材としての断面ほぼ長方
形のコイルバネ１４とを備えている。保持器１２のポケット１２ａの内壁面には、根元が
くびれた形状の突起１２ｂが一体形成されており、この突起１２ｂの根元のくびれ部分に
コイルバネ１４の軸方向一端が係止嵌合され、突起１２ｂの外周でコイルバネ１４の内周
を受けることにより、コイルバネ１４の圧縮時のゆがみなどを防止するようになっている
。なお、突起１２ｂの先端外径面には、コイルバネ１４の装着を容易とするためのテーパ
面が設けられている。
【００２４】
２つの転がり軸受４，４は、いずれも、内輪１６、外輪１７、複数の玉１８、保持器１９
を有する一般的な深溝型玉軸受からなり、内・外輪１６，１７間の軸方向外端側にのみ密
封部材としてのオイルシール２０が装着されている。つまり、２つの転がり軸受４，４で
一方向クラッチ３を密封するようになっていて、２つの転がり軸受４，４と一方向クラッ
チ３とを共通の潤滑剤で潤滑させるようにしている。
【００２５】
次に、上述したプーリユニットＡの特徴構成について説明する。この特徴構成とは、主と
して、一方向クラッチ３の保持器１２を周方向ならびに軸方向に不動としていることであ
る。具体的には、一方向クラッチ３の内輪１０の軸方向一端面には、軸端へ向けて開放す
るとともに径方向内外に開放するスリット状の凹部１０ｂが、また、保持器１２の軸方向
一端内周側には、凹部１０ｂに軸方向から圧入嵌合される凸部１２ｃが、それぞれ設けら
れており、これら凹部１０ｂと凸部１２ｃとの圧入嵌合により保持器１２の周方向への動
きを封じている。また、凸部１２ｃは、凹部１０ｂの奥壁面と、凹部１０ｂの開口側に配
設される片方の転がり軸受４の内輪１６の端面とで軸方向から挟まれており、これにより
保持器１２の軸方向への動きを封じている。
【００２６】
なお、凹部１０ｂと凸部１２ｃは、この実施形態において１８０度対向する２カ所に設け
られている。この数は最低１カ所でもあるいは２カ所以上でもよい。但し、数を少なくす
れば、加工精度をあまりシビアに管理せずに済む点で有利である。
【００２７】
このように、一方向クラッチ３の保持器１２の周方向ならびに軸方向の動きを封じている
から、一方向クラッチ３のロック、フリー動作が安定的に行えるようになる。つまり、保
持器１２が周方向に不動であれば、コイルバネ１４によるころ１３の弾発付勢力の反力を
しっかり受け止めることができるので、ころ１３のロック動作を効率よくサポートできる
ようになる。また、保持器１２が軸方向に不動であれば、ベルトＢなどから振動や衝撃が
加わる状況でもころ１３がスキューしにくくなる。これらのことから、ころ１３のロック
、フリー動作が安定的に行われることになる。
【００２８】
以上説明したプーリユニットＡの動作を説明する。要するに、外側環体１の回転速度が内
側環体２よりも相対的に速くなると、一方向クラッチ３のころ１３がくさび状空間の狭い
側へ転動させられてロック状態となるので、外側環体１と内側環体２とが一体化して同期
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回転する。しかし、外側環体１の回転速度が内側環体２よりも相対的に遅くなると、一方
向クラッチ３のころ１３がくさび状空間の広い側へ転動させられてフリー状態となるので
、外側環体１から内側環体２へ回転動力の伝達が遮断されることになって内側環体２が回
転慣性力のみで回転を継続するようになる。
【００２９】
このようなプーリユニットＡを仮にオルタネータに利用する場合だと、ベルトＢの駆動源
となるエンジンのクランクシャフトの回転変動に関係なく、オルタネータのロータの回転
を高域に維持して、発電効率を高めるようにすることができる。つまり、クランクシャフ
トの回転数が上昇するとき、一方向クラッチ３がロック状態となって内側環体２を外側環
体１と同期回転させるようにし、一方、クランクシャフトの回転数が低下するとき、一方
向クラッチ３がフリー状態となって内側環体２を外側環体１の減速と無関係に自身の回転
慣性力により回転継続させるようにすればよい。
【００３０】
なお、本発明は上記実施例のみに限定されるものではなく、種々な応用や変形が考えられ
る。
【００３１】
（１）　上記実施形態では、一方向クラッチ３の内輪１０の軸方向一端面に径方向内外に
連続するスリット状の凹部１０ｂを設けているが、図５に示すように、凹部１０ｂを平坦
なキー状とすることができる。図５では、ころ１３の使用数を多くするために、一方向ク
ラッチ３の内輪１０のカム面１０ａの周方向幅を狭くするとともに、カム面１０ａを曲線
を含む形状としている。この曲線を含む部分がころ１３のフリー回転位置となる。
【００３２】
（２）　上記実施形態では、一方向クラッチ３の弾性部材としてコイルバネ１４を例に挙
げているが、それについても種々な板ばねや弾性片などで代用することができる。
【００３３】
（３）　上記実施形態では、一方向クラッチ３のカム面１０ａを内輪側に形成した例を挙
げているが、外輪側に設けたものにも本発明を適用できる。但し、上記実施形態の場合で
は、高速回転域でも遠心力によってころがロック位置から不必要に外れるのを防止できる
など、高速回転での使用に適している。
【００３４】
【発明の効果】
　請求項 の発明では、一方向クラッチの保持器を周方向ならびに軸方向に不動
としているから、一方向クラッチのロック、フリー動作時に、ころ付勢用の弾性部材の反
力により保持器が周方向にぐらつくことがなくなる他、振動や衝撃などが加わる状況でも
ころがスキューしにくくなるなど、一方向クラッチのロック、フリー動作を安定的に行わ
せることができる。
【００３５】
　特に、請求項 の発明では、一方向クラッチのカム面を内輪に設けているので、高速回
転域でも遠心力によってころがロック位置から不必要に外れるのを防止できるようになる
。したがって、この効果と上記保持器の動き拘束による効果との相乗により、ころの動作
安定化を一層高めることができるようになる。
【００３７】
　さらに、請求項 の発明では、一方向クラッチがその軸方向両側の転がり軸受によって
密封されることになり、この一方向クラッチと両側の転がり軸受とを共通の潤滑剤によっ
て潤滑することが可能となる。
【００３８】
このように、本発明によれば、一方向クラッチの動作を安定化して、同心状に配設される
内外２つの環体間の動力伝達効率を高めることができるなど、信頼性の向上に貢献できる
。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本発明の一実施形態のプーリユニットの縦断面図
【図２】図１の（２）－（２）線断面の矢視図
【図３】図１の（３）－（３）線断面の矢視図
【図４】一方向クラッチの一部を示す平面展開図
【図５】本発明の他の実施形態で、図３に対応する図
【符号の説明】
Ａ　　　プーリユニット
Ｂ　　　ベルト
１　　　外側環体
２　　　内側環体
３　　　一方向クラッチ
４　　　転がり軸受
１０　　　一方向クラッチの内輪
１０ａ　　内輪のカム面
１０ｂ　　内輪の凹部
１１　　　一方向クラッチの外輪
１２　　　一方向クラッチの保持器
１２ａ　　保持器のポケット
１２ｃ　　保持器の凸部
１３　　　ころ
１４　　　コイルバネ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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